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簡易裁判所判事任命資格調 (令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

名古屋簡裁判事 名古屋簡裁判事 岩原 寛 昭43.4.2 裁判所法第45条第1項

名古屋簡裁判事 名古屋簡裁判事 小ノII 達夫 昭30.11.17 〃

名古屋簡裁判事 名古屋簡裁判事 梶本宜孝 昭32.4. 18 〃

一宮簡裁判事 一宮簡裁判事 西川清春 昭33.1.15 〃
、

東広島簡裁判事
兼広島簡裁判事

東広島簡裁判事
兼広島簡裁判事

大林俊 二 昭40､4．20 〃

亀；

山口簡裁判事兼
船木簡裁判事

山口簡裁判事兼
船木簡裁判事

三津川 昇 昭31.5.2 〃


